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議　　案　　目　　録 

 

承認第1号 専決処分事項の承認について(令和7年度橋本市一般会計 

 補正予算(第6号)) ････P4 

議案第1号 令和7年度橋本市一般会計補正予算(第7号)について 

  ････P10 

議案第2号 令和7年度橋本市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 

 について ････P17 

議案第3号 令和7年度橋本市介護保険特別会計補正予算(第3号)につ 

 いて ････P22 

議案第4号 令和7年度橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3 

 号)について ････P27 

議案第5号 令和7年度橋本市工業団地造成事業特別会計補正予算(第 

 3号)について ････P31 

議案第6号 令和7年度橋本市水道事業会計補正予算(第1号)について 

  ････P35 

議案第7号 令和7年度橋本市病院事業会計補正予算(第2号)について 

  ････P37 

議案第8号 橋本市立高野口中学校移転改築検討委員会条例について 

  ････P40 

議案第9号 橋本市たかつ学びの基金条例について ････P43 

議案第10号 橋本市職員定数条例の一部を改正する条例について 

  ････P45 

議案第11号 橋本市火災予防条例の一部を改正する条例について 

  ････P47 

議案第12号 市道路線の廃止について ････P50 
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議案第13号 市道路線の変更について ････P53 

議案第14号 市道路線の認定について ････P55 

議案第15号 字の区域及び名称の変更について ････P57 

議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について ････P59 

議案第17号 公の施設の指定管理者の指定について ････P60 

議案第18号 公の施設の指定管理者の指定について ････P61 
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承認第 1号 

 

 

 

 

専決処分事項の承認について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市一般会計補正予算(第 6 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分したので、同条第 3 項の規定により議会に報告し、

承認を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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専決処分について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市一般会計補正予算(第 6 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分する。 

 

 

 

令和 7年 9月 29 日　専決 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 

 

-5-



令和７年度　橋本市一般会計補正予算（第 6 号） 

 

令 和 ７年 度 橋 本 市 の一 般 会 計 補 正 予 算 （第 6 号 ）は、次 に定 めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 29,287 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,784,606 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 9 月２９日　専決  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

121,8562,347119,50913 分 担 金 及 び 負 担 金

6,2612,3473,9141 分 担 金

5,044,85310,7915,034,06215 国 庫 支 出 金

3,061,26710,7913,050,4761 国 庫 負 担 金

2,466,3141,4472,464,86716 県 支 出 金

756,0071,447754,5602 県 補 助 金

3,318,0361,2023,316,83419 繰 入 金

3,289,5981,2023,288,3962 基 金 繰 入 金

1,295,20013,5001,281,70022 市 債

1,295,20013,5001,281,7001 市 債

31,784,60629,28731,755,319歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

53,83129,28724,54411 災 害 復 旧 費

12,2526,9095,343 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

31,24522,3788,867 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

31,784,60629,28731,755,319歳 出 合 計
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限 度 額 起債の方法 限 度 額 起債の方法

千円 千円

災 害 復 旧 事 業 13,400

証書借入
又　　は
証券発行

26,900

証書借入
又　　は
証券発行

第２表　地方債補正

（変     更）

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

利   率 償還の方法 利   率 償還の方法

 5.0％　以内
ただし、利率見直し方
式で借り入れる公的資
金について、利率の見
直しを行った後におい
ては、当該見直し後の
利率。

借入先の融通条件による。
ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を
短縮もしくは繰上償還又は
低利に借換えることができ
る。

 5.0％　以内
ただし、利率見直し方式
で借り入れる公的資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率。

借入先の融通条件による。
ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を
短縮もしくは繰上償還又は
低利に借換えることができ
る。

起　債　の　目  的
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議案第 1号 

 

 

 

 

令和 7年度橋本市一般会計補正予算(第 7号)について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市一般会計補正予算(第 7 号)を、別紙のとおり議会の議決を

求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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令和７年度　橋本市一般会計補正予算（第 7 号）  

 

令和７年度橋本市の一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 317,256 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,101,862 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 25 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

7,366,295372,2196,994,0761 市 税

3,188,190250,7192,937,4711 市 民 税

3,143,428117,0003,026,4282 固 定 資 産 税

403,2024,500398,7026 都 市 計 画 税

44,650△87845,52810 地 方 特 例 交 付 金

44,650△87845,5281 地 方 特 例 交 付 金

123,8431,987121,85613 分 担 金 及 び 負 担 金

8,2481,9876,2611 分 担 金

376,625379376,24614 使 用 料 及 び 手 数 料

267,108379266,7291 使 用 料

4,944,749△100,1045,044,85315 国 庫 支 出 金

2,956,279△104,9883,061,2671 国 庫 負 担 金

1,961,4454,6991,956,7462 国 庫 補 助 金

27,02518526,8403 委 託 金

2,517,58351,2692,466,31416 県 支 出 金

1,430,11535,5961,394,5191 県 負 担 金

771,63315,626756,0072 県 補 助 金

315,83547315,7883 委 託 金

586,30211,800574,50218 寄 附 金

586,30211,800574,5021 寄 附 金

3,125,888△192,1483,318,03619 繰 入 金

106,92278,48428,4381 特 別 会 計 繰 入 金

3,018,966△270,6323,289,5982 基 金 繰 入 金

53,23353,232120 繰 越 金

53,23353,23211 繰 越 金

806,144101,200704,94421 諸 収 入

62462312 市 預 金 利 子

58,2121,85056,3624 受 託 事 業 収 入

727,81098,727629,0835 雑 入

1,313,50018,3001,295,20022 市 債

1,313,50018,3001,295,2001 市 債

32,101,862317,25631,784,606歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

3,936,06225,8403,910,2222 総 務 費

3,209,51024,4463,185,064 1 総 務 管 理 費

15,8035515,748 2 人 権 対 策 費

325,154554324,600 3 徴 税 費

160,134785159,349 4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

12,525,434199,66212,325,7723 民 生 費

6,819,554297,0076,522,547 1 社 会 福 祉 費

4,891,828△196,7165,088,544 2 児 童 福 祉 費

814,05099,371714,679 3 生 活 保 護 費

3,181,99650,9173,131,0794 衛 生 費

804,56817,128787,440 1 保 健 衛 生 費

1,296,16533,7891,262,376 2 清 掃 費

857,4385,745851,6936 農 林 水 産 業 費

770,8955,745765,150 1 農 業 費

1,273,8556091,273,2467 商 工 費

1,273,8556091,273,246 1 商 工 費

2,079,57525,8202,053,7558 土 木 費

568,19224,170544,022 2 道 路 橋 梁 費

24,1271,65022,477 3 河 川 費

2,159,0861462,158,9409 消 防 費

2,159,0861462,158,940 1 消 防 費

2,775,4696,1802,769,28910 教 育 費

845,993300845,693 1 教 育 総 務 費

227,688140227,548 3 中 学 校 費

633,4635,387628,076 5 社 会 教 育 費

780,401353780,048 6 保 健 体 育 費

56,1682,33753,83111 災 害 復 旧 費

14,5892,33712,252 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

32,101,862317,25631,784,606歳 出 合 計
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債　務　負　担　行　為　補　正第２表

（追　加） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

市議会だより印刷 令和 7年度から令和 8年度まで 1,980

広報はしもと印刷 令和 7年度から令和 8年度まで 7,744

英語指導助手派遣事業 令和 7年度から令和 8年度まで 23,572

標準学力調査業務委託 令和 7年度から令和 8年度まで 2,584

スポーツテスト集計手数料 令和 7年度から令和 8年度まで 810

読解力向上教材費 令和 7年度から令和 8年度まで 997

通学タクシー借上 令和 7年度から令和 8年度まで 5,452

児童・生徒・教職員健診委 令和 7年度から令和 8年度まで 6,462

託

耳鼻科健診器具滅菌手数料 令和 7年度から令和 8年度まで 247

通学バス運行委託 令和 7年度から令和 8年度まで 19,585

学校給食センター廃水処理 令和 7年度から令和 8年度まで 4,727

施設保守管理委託

学校給食センターLPガス燃 令和 7年度から令和 8年度まで 17,951

料費

給食予定献立表印刷 令和 7年度から令和 8年度まで 1,100

成人保健事業検診委託 令和 7年度から令和 8年度まで 124,122

ふるさと納税印刷製本 令和 7年度から令和 8年度まで 1,089

市民活動サポートセンター 令和 7年度から令和 8年度まで 8,673

指定管理委託

会議録作成委託 令和 7年度から令和 9年度まで 1,656

運動公園指定管理委託 令和 7年度から令和10年度まで 253,816

産業文化会館・温水プール 令和 7年度から令和10年度まで 188,688

指定管理委託

設計積算システム利用 令和 7年度から令和12年度まで 16,490

Webフィルタリング利用 令和 7年度から令和12年度まで 35,530
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債　務　負　担　行　為　補　正第２表

（追　加） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

GIGAスクール端末運用保守 令和 7年度から令和12年度まで 44,550

委託

小中学校ICT活用推進事業 令和 7年度から令和12年度まで 158,400

業務システム環境サーバ構 令和 7年度から令和13年度まで 271,555

築事業
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限 度 額 起債の方法 限 度 額 起債の方法

千円 千円

公 共 事 業 等 18,800 18,200

公共施設等適正管理推進事業 137,500 155,700

緊 急 自 然 災 害 防 止 事 業 17,900 18,600

第３表　地方債補正

（変     更）

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

利   率 償還の方法 利   率 償還の方法
起　債　の　目  的

証書借入
又　　は
証券発行

 5.0％　以内
ただし、利率見直し方
式で借り入れる公的資
金について、利率の見
直しを行った後におい
ては、当該見直し後の
利率。

借入先の融通条件による。
ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を
短縮もしくは繰上償還又は
低利に借換えることができ
る。

証書借入
又　　は
証券発行

 5.0％　以内
ただし、利率見直し方式
で借り入れる公的資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率。

借入先の融通条件による。
ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を
短縮もしくは繰上償還又は
低利に借換えることができ
る。

-16-



議案第 2号 

 

 

 

 

令和 7 年度橋本市国民健康保険特別会計補正予算(第 2 号)につい

て 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市国民健康保険特別会計補正予算(第 2 号)を、別紙のとおり

議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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令和 7 年度　橋本市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）  

 

令和 7 年度橋本市の国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 203,642 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,133,648 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 25 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

531,24014,101517,1395 繰 入 金

531,24014,101517,1391 一 般 会 計 繰 入 金

201,997189,52212,4756 繰 越 金

201,997189,52212,4751 繰 越 金

38,4611938,4428 国 庫 支 出 金

38,4611938,4421 国 庫 補 助 金

7,133,648203,6426,930,006歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

95,4434,32891,1154 保 健 事 業 費

76,1454,32871,817 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

215,572199,31416,2585 基 金 積 立 金

215,572199,31416,258 1 基 金 積 立 金

7,133,648203,6426,930,006歳 出 合 計
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債務負担行為で翌年度以降にわたるもの

（単位：千円）
又は、支出額見込及び当該年度以降の

についての前年度末までの支出額

支出予定額等に関する調書

事項

期間

左の財源内訳

限度額

金額

前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

期間 金額

特定財源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

特定健康診査委託 令和 7年度から 53,372 20,726 32,64653,372

令和 8年度まで
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議案第 3号 

 

 

 

 

令和 7年度橋本市介護保険特別会計補正予算(第 3号)について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市介護保険特別会計補正予算(第 3 号)を、別紙のとおり議会

の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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令和 7 年度　橋本市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）  

 

令和 7 年度橋本市の介護保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 194,326 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,852,949 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 25 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

1,282,8212,8251,279,9967 繰 入 金

1,098,3382,8251,095,5131 一 般 会 計 繰 入 金

203,594189,92713,6678 繰 越 金

203,594189,92713,6671 繰 越 金

1,5811,57479 諸 収 入

1,5791,57452 雑 入

6,852,949194,3266,658,623歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

169,505147,98221,5234 基 金 積 立 金

169,505147,98221,523 1 基 金 積 立 金

81,77346,34435,4295 諸 支 出 金

65,50446,34419,160 2 繰 出 金

6,852,949194,3266,658,623歳 出 合 計
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債　務　負　担　行　為　補　正第２表

（追　加） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

げんきらり～自主運営教室 令和 7年度から令和 8年度まで 1,500

等保険

きらり（高齢者福祉広報紙 令和 7年度から令和 8年度まで 484

）印刷
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議案第 4号 

 

 

 

 

令和 7 年度橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3 号)につ

いて 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3 号)を、別紙のとお

り議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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令和 7 年度　橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号） 

 

令和 7 年度橋本市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 92,068 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,279,877 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 25 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

1,002,20540,824961,3811 保 険 料

1,002,20540,824961,3811 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

1,218,374△2,1261,220,5003 繰 入 金

1,218,374△2,1261,220,5001 一 般 会 計 繰 入 金

27,01227,01114 繰 越 金

27,01227,01111 繰 越 金

28,50026,3592,1415 諸 収 入

26,62826,3592693 雑 入

2,279,87792,0682,187,809歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

2,199,79459,9262,139,8682 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

2,199,79459,9262,139,868 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

34,01132,1401,8713 諸 支 出 金

32,14132,1401 2 繰 出 金

53825364 保 健 事 業 費

5382536 1 保 健 事 業 費

2,279,87792,0682,187,809歳 出 合 計
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議案第 5号 

 

 

 

 

令和 7 年度橋本市工業団地造成事業特別会計補正予算(第 3 号)に

ついて 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市工業団地造成事業特別会計補正予算(第 3 号)を、別紙のと

おり議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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令和 7 年度　橋本市工業団地造成事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

令和 7 年度橋本市の工業団地造成事業特別会計補正予算（第 3 号）は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,732 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 538,946 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 25 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

277,669281277,3884 繰 入 金

277,669281277,3881 基 金 繰 入 金

6,4526,45115 繰 越 金

6,4526,45111 繰 越 金

538,9466,732532,214歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

526,1666,732519,4341 工 業 団 地 造 成 事 業 費

526,1666,732519,434 1 工 業 団 地 造 成 事 業 費

538,9466,732532,214歳 出 合 計
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議案第 6号 

 

 

 

 

令和 7年度橋本市水道事業会計補正予算(第 1号)について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市水道事業会計補正予算(第 1 号)を、別紙のとおり議会の議

決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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第1条 令和7年度橋本市水道事業会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。

第2条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　令和7年11月25日　提　出

橋本市長　平木　哲朗

令和7年度　橋本市水道事業会計補正予算(第1号)

  (総　則)

　(債務負担行為)

(単位：千円)

事　　　　　項 期　　　　　間 限　度　額

浄水場薬品購入 令和7年度～令和8年度 76,281

水質検査委託 令和7年度～令和8年度 2,456
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議案第 7号 

 

 

 

 

令和 7年度橋本市病院事業会計補正予算(第 2号)について 

 

 

 

　令和 7 年度橋本市病院事業会計補正予算(第 2 号)を、別紙のとおり議会の議

決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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第１条 　令和７年度橋本市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定める

　ところによる。

第２条 　令和７年度橋本市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

　定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。なお、

　資金不足の解消に充てるため企業債（経営改善推進事業）

　1,000,000千円を借り入れる。

（収入） （単位：千円）

（支出） （単位：千円）

第３条 　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額557,366千円は過年度分損益勘定留保資

　金557,366千円で補てんするものとする。）

（収入） （単位：千円）

第５項 固定資産売却代金 0 1 1

第４項 投 資 450 3,000 3,450

第３項 企 業 債 1,275,900 △ 1,000,000 275,900

第２項 補 助 金 19,603 5,415 25,018

科　　目 既決予定額 補正額 計

第１款 資 本 的 収 入 1,639,534 △ 991,584 647,950

第１項 医 業 費 用 8,344,476 2,189 8,346,665

科　　目 既決予定額 補正額 計

第１款 病 院 事 業 費 用 8,572,913 2,189 8,575,102

第４項 特 別 利 益 201,880 10 201,890

第３項 訪 問 看 護 収 益 74,074 179 74,253

第２項 医 業 外 収 益 804,085 2,408 806,493

第１項 医 業 収 益 6,895,045 6,585 6,901,630

第１款 病 院 事 業 収 益 7,975,084 9,182 7,984,266

令和７年度　橋本市病院事業会計補正予算（第２号）

科　　目 既決予定額 補正額 計
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（支出） （単位：千円）

令和7年11月25日提出

橋本市長　平木　哲朗

科　　目 既決予定額 補正額 計

第１款 資 本 的 支 出 1,199,901 5,415 1,205,316

第１項 建 設 改 良 費 297,224 5,415 302,639
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議案第 8号 

 

 

 

 

橋本市立高野口中学校移転改築検討委員会条例について 

 

 

 

　橋本市立高野口中学校移転改築検討委員会条例について、別紙のとおり定め

たいので、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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橋本市立高野口中学校移転改築検討委員会条例 

 

(設置) 

第 1 条　橋本市立高野口中学校(以下「高野口中学校」という。)の移転改築に

ついて、総合的かつ計画的に推進するため、高野口中学校移転改築検討委員

会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を検討し、答申するも

のとする。 

(1)　高野口中学校の移転改築用地の選定に関すること。 

(2)　高野口中学校の移転改築の基本計画に関すること。 

(3)　その他高野口中学校移転改築に関して必要と認めること。 

(組織) 

第 3 条　委員会は、委員 20 名以内をもって組織する。 

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

　(1)　学識経験者 

(2)　教育関係者 

(3)　地域住民を代表する者 

(4)　保護者を代表する者 

(5)　学校関係者 

(6)　その他教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第 4 条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から第 2 条の規定による答申を終え

る日までとする。 

2　委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。 

(委員長及び副委員長) 

第 5 条　委員会に委員長及び副委員長 1 人を置き、それぞれ委員の互選により

選任する。 

2　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条　委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が

議長となる。 

2　会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

3　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
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決するところによる。 

(会議の公開) 

第 7 条　会議は公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過

半数の同意により、会議を非公開とすることができる。 

(意見聴取等) 

第 8 条　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることがで

きる。 

(秘密保持) 

第 9 条　委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(委任) 

第 10 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 9号 

 

 

 

 

橋本市たかつ学びの基金条例について 

 

 

 

　橋本市たかつ学びの基金条例について、別紙のとおり定めたいので、議会の

議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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　　　橋本市たかつ学びの基金条例 

 

　(設置) 

第 1 条　本市の職員に対し、人材育成等を行うための事業(以下「人材育成等

事業」という。)の実施に必要な財源に充てるため、橋本市たかつ学びの基

金(以下「基金」という。)を設置する。 

(積立て) 

第 2 条　前条の目的のための寄附金は、基金として積み立てるものとする。 

(管理) 

第 3 条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により管理しなければならない。 

(運用益金の処理) 

第 4 条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するもの

とする。 

(繰替運用) 

第 5 条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用す

ることができる。 

(処分) 

第 6 条　市長は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、

基金の全部又は一部を処分することができる。 

(委任) 

第 7 条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 10 号 

 

 

 

 

橋本市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

　橋本市職員定数条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり定めたい

ので、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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橋本市職員定数条例の一部を改正する条例

橋本市職員定数条例(平成 18 年橋本市条例第 43 号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分

である。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改正後 改正前

(職員の定数)

第 2 条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1)～(3) 略

(4) 消防職員 85 人

(5)～(10) 略

(職員の定数)

第 2 条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1)～(3) 略

(4) 消防職員 82 人

(5)～(10) 略
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議案第 11 号 

 

 

 

 

橋本市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

　橋本市火災予防条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり定めたい

ので、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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橋本市火災予防条例の一部を改正する条例  

 

　橋本市火災予防条例 (平成 18年橋本市条例第 226号 )の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の

表中下線の部分である。  

 

 改 正 後 改 正 前

 目 次 目 次

 第 1章 ～ 第 3章 の 2　 略 第 1章 ～ 第 3章 の 2　 略

 第 3章 の 3　 林 野 火 災 の 予 防 (第 29条 の 8・ 第 29条 の 9)

 第 4章 ～ 附 則 　 略 　 第 4章 ～ 附 則 　 略 　

 (火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る 火 の 使 用 の 制 限 ) (火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る 火 の 使 用 の 制 限 )

 第 29条 　 火 災 に 関 す る 警 報 (法 第 22条 第 3項 に 規 定 す る 火 災 に 関

す る 警 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 )が 発 せ ら れ た 場 合 に お け る 火 の

使 用 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な

ら な い 。

第 29条 　 火 災 に 関 す る 警 報 が 発 せ ら れ た 場 合 に お け る 火 の 使 用

に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な

い 。

 (1)～ (6)　 略 (1)～ (6)　 略

 (7)　 屋 内 に お い て 裸 火 を 使 用 す る と き は 、 窓 、 出 入 口 等 を 閉

じ て 行 う こ と 。

 (住 宅 に お け る 火 災 の 予 防 の 推 進 ) (住 宅 に お け る 火 災 の 予 防 の 推 進 )

 第 29条 の 7　 略 第 29条 の 7　 略

 第 3章 の 3　 林 野 火 災 の 予 防  
(林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 )  

第 29条 の 8　 市 長 は 、 気 象 の 状 況 が 山 林 、 原 野 等 に お け る 火 災

(以 下 「 林 野 火 災 」 と い う 。 )の 予 防 上 注 意 を 要 す る と 認 め る

と き は 、 林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 を 発 す る こ と が で き る 。

 2　 前 項 の 規 定 に よ る 注 意 報 が 発 せ ら れ た と き は 、 注 意 報 が 解

除 さ れ る ま で の 間 、 市 の 区 域 内 に 在 る 者 は 、 第 29条 各 号 に 定

め る 火 の 使 用 の 制 限 に 従 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

 3　 市 長 は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を 勘 案 し て 、 前 項 の 規 定
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　　　附　則  

　この条例は、令和8年 1月 1日から施行する。

 に よ る 火 の 使 用 の 制 限 の 努 力 義 務 の 対 象 と な る 区 域 を 指 定 す

る こ と が で き る 。

 (林 野 火 災 の 予 防 を 目 的 と し た 火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に

お け る 火 の 使 用 の 制 限 ) 

第 29条 の 9　 市 長 は 、 林 野 火 災 の 予 防 を 目 的 と し て 火 災 に 関 す

る 警 報 を 発 し た と き は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を 勘 案 し

て 、 第 29条 各 号 に 定 め る 火 の 使 用 の 制 限 の 対 象 と な る 区 域 を

指 定 す る こ と が で き る 。

 (火 災 と 紛 ら わ し い 煙 等 を 発 す る お そ れ の あ る 行 為 等 の 届 出 ) (火 災 と 紛 ら わ し い 煙 等 を 発 す る お そ れ の あ る 行 為 等 の 届 出 )

 第 45条 　 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ

め 、 そ の 旨 を 消 防 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

第 45条 　 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ

め 、 そ の 旨 を 消 防 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

 (1)　 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 又 は 火 炎 を 発 す る お そ れ の あ る 行 為

(た き 火 を 含 む 。 )

(1)　 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 又 は 火 炎 を 発 す る お そ れ の あ る 行 為

 (2)～ (6)　 略 (2)～ (6)　 略

 2　 消 防 長 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 行 為 に つ い て 、 届

出 の 対 象 と な る 期 間 及 び 区 域 を 指 定 す る こ と が で き る 。
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議案第 12 号 

 

 

 

 

市道路線の廃止について 

 

 

 

　道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 10 条第 2 項の規定により、市道路線を別

紙のとおり廃止したいので、同条第 3 項において準用する同法第 8 条第 2 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 

 

-50-



起点（から） 延　　長 幅　　員

終点（まで） （M) （M)

山内

平野256番地先

廃　止　路　線　調　書　①

分類① 分類② 番　号 路線名称 備　考

全　部　
廃　止

1 122 山内平野線 1369.20 1.8～5.0
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起点（から） 延　　長 幅　　員

終点（まで） （M) （M)

平野395-1番地先

平野400-1番地先

平野

平野

山内1246-4番地先

山内1261-1番地先

山内1245-2番地先

山内

山内63-3番地先

山内4-2番地先

山内63-3番地先

山内1135番地先

山内1099-1番地先

山内1139番地先

山内1099-1番地先

平野

廃　止　路　線　調　書　②

分類①分類② 新　旧 番号 路線名称 備　考

2

新 465 平野西新田線 83.00 1.5～6.0
一部廃止

L=144.1

旧 465 平野西新田線 227.10 1.0～6.5

3

新 493 あやめ池線 180.00 1.6～6.7
一部廃止

L=644.7

旧 493 あやめ池線 824.70 1.6～2.4

4

新 494 大山線 370.00 1.6～3.0
一部廃止

L=624.5

旧 494 大山線 994.50 1.6～3.0

5

新 495 車越線 118.00 1.7～3.0
一部廃止

L=339

旧 495 車越線 457.00 1.0～6.0

一

　
部

　
廃

　
止
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議案第 13 号 

 

 

 

 

市道路線の変更について 

 

 

 

　道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 10 条第 2 項の規定により、市道路線を別

紙のとおり変更したいので、同条第 3 項において準用する同法第 8 条第 2 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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起点（から） 延　　長 幅　　員

終点（まで） （M) （M)

山内1112-1番地先

山内2150番地先

山内112-1番地先

平野1163-1番地先

神野々521-2番地先

吉原941-5番地先

神野々521-2番地先

神野々474番地先

変　更　路　線　調　書

分類 新　旧 番　号 路線名称 備　考

1

新 496 大聖寺線 409.80 2.0～4.5

旧 496 大聖寺線 743.50 2.0～4.5

2

新 1827 神野々吉原線 909.40 3.8～8.6

旧 1827 神野々吉原線 346.40 4.1～7.3
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議案第 14 号 

 

 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

 

　道路法(昭和 27年法律第 180 号)第 8条第 1項の規定により、市道路線を別紙

のとおり認定したいので、同条第 2項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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起点（から） 延　　長 幅　　員

終点（まで） （M) （M)

あやの台五丁目107番地先

あやの台五丁目107番地先

あやの台五丁目108番地先

あやの台五丁目108番地先

あやの台五丁目110番地先

あやの台五丁目110番地先

あやの台四丁目55番地先

あやの台四丁目55番地先

山内192-1番地先

あやの台五丁目110番地先

あやの台四丁目56番地先

平野253-2番地先

平野381-1番地先

平野702番地先

柱本66-8番地先

柱本972-2番地先

柱本5-23番地先

柱本5-22番地先

認　定　路　線　調　書

分　類番　号 路線名称 備　考

1 1841 あやの台78号線 629.50 8.0 

2 1842 あやの台79号線 115.80 8.0 

3 1843 あやの台80号線 268.50 8.0 

4 1844 あやの台81号線 361.30 8.0 

5 1845 山内あやの台線 407.10 1.8～4.5

6 1846 あやの台平野線 663.20 5.0～8.0

7 1847 平野1号線 130.00 2.0～7.0

8 1848 柱本幹線 3329.30 5.7～44.7

9 1849 光陽台歩専10号線 19.70 2.1 
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議案第 15 号 

 

 

 

 

字の区域及び名称の変更について 

 

 

 

　土地区画整理法(昭和 29年法律第 119 号)第 103 条第 4項の規定による南海橋

本林間田園都市第三―3地区土地区画整理事業(1工区)についての換地処分の公

告があった日の翌日から、本市内の字の区域及び名称を別紙のとおり変更した

いので、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条第 1 項の規定により議会

の議決を求める。 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 
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小字

死手谷 155-16

池之内 338-8、 338-11、341-2、 341-3

351-1、 351-2

丸垣内 593-7、 593-8、 593-9、 593-10

中畑 667-5、 668-1、 669-1、 670

671-1、 678-3、 679-2、 680-4

680-25、680-27、680-28、680-128

680-130、680-140、680-141、680-143

680-147

隅田町山内 菖蒲 1135-35

変　　更　　調　　書

あやの台三丁目に編入し、小字を廃止する区域

大　　字 地　　　番

隅田町垂井

隅田町垂井

隅田町真土

隅田町真土

地番については、令和７年４月３０日現在の地番である。
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議案第 16 号 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 

　下記のとおり指定管理者を指定したいので､地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 244 条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める｡ 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 

 

 

記 

 

 

1　指定管理者に管理を行わせる公の施設 

   　橋本市市民活動サポートセンター 

 

2　指定管理者に指定する団体等 

   　所在地  　橋本市東家一丁目 3番 1号 

名　称　　社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会 

            

3　指定する期間 

   　令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで 
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議案第 17 号 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 

　下記のとおり指定管理者を指定したいので､地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 244 条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める｡ 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 

 

 

記 

 

 

1　指定管理者に管理を行わせる公の施設 

　　 橋本市運動公園 

 

2　指定管理者に指定する団体等 

所在地　　橋本市清水 543 番地 1 

名　称　　公益財団法人　橋本市文化スポーツ振興公社 

 

3　指定する期間 

令和 8年 4月 1日から令和 11 年 3 月 31 日まで 
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議案第 18 号 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 

　下記のとおり指定管理者を指定したいので､地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 244 条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める｡ 

 

 

 

 

 

令和 7年 11 月 25 日　提出 

 

 

橋本市長　　平木　哲朗 

 

 

記 

 

 

1　指定管理者に管理を行わせる公の施設 

橋本市産業文化会館・橋本市温水プール 

 

2　指定管理者に指定する団体等 

所在地　　橋本市清水 543 番地 1 

名  称　　公益財団法人　橋本市文化スポーツ振興公社 

 

3　指定する期間 

令和 8年 4月 1日から令和 11 年 3 月 31 日まで
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